
１．令和５年度の検討状況
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県市町村GX推進会議・実務者会議の経過

（１）第１回県市町村ＧＸ推進会議（Ｒ５.６.６新設）
・脱炭素に向けた基本的な道筋の共有

（実⾏計画（区域施策編）策定、再エネ推進交付⾦活⽤等）
・脱炭素に向けた県と市町村の役割分担のイメージを共有

（２）県市町村GX推進会議実務者会議
（第１回会議︓Ｒ５.８.７、第２回会議︓Ｒ５.９.２６、第３回会議︓Ｒ６.２.９）
・実⾏計画（区域施策編）策定の意義の共有及び効果的な⼿法の検討
・再エネ推進交付⾦活⽤のポイント及び脱炭素事業による地域課題解決について共有
・環境と経済の好循環に資する再エネ導⼊の意義及び⼿法について検討
・R6年度の県の⽀援策、県の再エネ推進交付⾦活⽤事業について共有

・実⾏計画（区域施策編）策定に対する取組意識醸成、市町村の策定促進
・環境と経済の好循環に資する再エネ導⼊の実現に向けて、当会議での議論を踏まえ、
県では「地域裨益協定の⼿引き」を作成



再エネ推進交付⾦の活⽤
（重点対策加速化事業）

実⾏計画（区域施策編）の策定

2050カーボンニュートラル宣⾔

宮古市、久慈市、紫波町

宮古市、⼀関市、⽮⼱町
（岩⼿県）

盛岡市、宮古市、⼤船渡市、花巻市、久慈市、⼀関市、
釜⽯市、⼋幡平市、滝沢市、紫波町、葛巻町、⽥野畑村、
普代村、⼀⼾町

盛岡市、宮古市、⼤船渡市、久慈市、
遠野市、⼀関市、陸前⾼⽥市、釜⽯市、
⼆⼾市、⼋幡平市、葛巻町、紫波町、
⽮⼱町、岩泉町、⽥野畑村、普代村、
軽⽶町、野⽥村、九⼾村、洋野町、⼀
⼾町
（岩⼿県）

＜地域脱炭素に向けた基本的な道筋＞

③➡③
※東北で最多

※東北で最多

脱炭素先⾏地域

※実⾏計画は複数市町村での共同策定も可能。 3

市町村の脱炭素に向けた取組状況（R5.3末➡R6.3末）

※再エネ促進区域の設定︓紫波町

③➡③

⑲➡㉑

⑦➡⑭
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地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）の策定状況
策定数 7（R5.3） 策定数 14（R6.3）

※策定後の改訂あり

※軽⽶町はR6.4に策定（削減⽬標▲77％）

7 市町村
増加

市町村 策定年⽉ 削減⽬標

盛岡市 ※H23.3 ▲51％

⼋幡平市 ※H30.3 ▲46％

紫波町 ※R3.3 ▲49％

久慈市 R3.3 ▲62％

⼤船渡市 R4.3 ▲46％

⼀関市 R5.3 ▲46％

滝沢市 R5.3 ▲54％

市町村 策定年⽉ 削減⽬標

１〜７は同左

釜⽯市 R5.10 ▲55％

⼀⼾町 R5.11 ▲57％

⽥野畑村 R6.2 ▲46％

宮古市 R6.3 ▲50％

花巻市 R6.3 ▲53％

葛巻町 R6.3 ▲46％

普代村 R6.3 ▲44％

⾚字の市町村はR5の県補助を活⽤。
他、遠野市と雫⽯町も補助制度を活⽤し策定準備中。



２．令和６年度の県の取組等について
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①地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）策定の⽀援
➡策定事業費補助の実施、策定状況の共有等

令和６年度の県の⽀援策及び市町村との連携について

②環境と経済の好循環に資する再エネ導⼊施策の⽀援
➡再エネ発電事業に係る「地域裨益協定の⼿引き」の活⽤、促進区域の設定等
➡⽴地選定に関する基準（レッドゾーン等）の周知による環境と共⽣した導⼊促進

③⾃治体保有施設の脱炭素化
➡県︓「県有施設等の脱炭素化に関する基本⽅針」の策定（R5.10）

基本⽅針に沿った取組の推進
➡市町村︓重点加速化事業の交付⾦の活⽤等による保有施設の脱炭素化への助⾔

活⽤検討可能な事業の共有（例︓脱炭素化推進事業債）

④県と市町村の予算関連施策における連携のあり⽅（実務者会議）
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１．地球温暖化対策実⾏計画等策定事業費補助（県）
• 補助対象等︓区域施策編等策定に係る委託費

補助率２/３、上限4,000千円

※令和６年度は１次公募〆済
２次公募は７⽉頃の実施を検討中（詳細は別途通知）

２．⼆酸化炭素排出抑制対策事業費等補助⾦（環境省）
• 補助対象等︓区域施策編等策定に要する経費（第１号事業）

補助率2/3 or ３/４、上限8,000千円

※令和５年度(補正予算)２次公募及び
令和６年度公募は令和６年５⽉31⽇〆済
今後の情報は随時実務者会議等で共有

① 地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）策定の⽀援



「地域裨益協定の⼿引き」策定（岩⼿県R6.3）
〇規定内容
（１）エネルギーの地域内循環

再エネの地域内循環
（２）売電収⼊等の地域還元

売電収⼊の⼀部を地元市町村へ寄附
（３）周辺環境の保全

将来の解体処理を⾒据えた資産除去債
務の計上

（４）その他
地域裨益協定締結企業への税の軽課等

〇締結後の対応
定期的な履⾏状況の確認

地域裨益する再エネの効果

• 適地への誘導
• 地元雇⽤の創出
• レジリエンス強化
• 再エネ地産地消
• 環境保全の取組
• 地域経済、社会の持続的発展に資する取組
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・地域裨益型再エネの導⼊促進
➡再エネの導⼊が地域経済の活性化や災害に強い地域につながるような仕組みをつくる

・事業者と地域裨益の観点から協定を締結
➡エネルギーの域内循環、売電収⼊等の地域還元

再⽣可能エネルギー発電事業に係る地域裨益の考え⽅

② 環境と経済の好循環に資する再エネ導⼊施策の⽀援
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策定市町村 適⽤年⽉ 共通項⽬（例） 裨益に関する記載（例）

久慈市 令和３年10⽉
・⽬的
・定義（⽤語の意義）
・対象地域
・対象設備
・遵守・配慮事項
（環境評価、災害への対策等）
・地域への周知、合意
・再エネ設備の適切な管理 等

・市内事業者等の参⼊⽀援
・売電収⼊の⼀部を地域産業振興等（事
業者の希望による）へ資⾦提供
・地域新電⼒との連携による地産地消
・教育、観光に資するPR施設の設置 等

宮古市
（条例） 令和５年４⽉

・地域主導型再エネ事業の認定及び公表
||

市⺠が主体となって実施するもの、市外
に流出している購⼊代⾦や雇⽤の機会を
市内に留めるもの 等

釜⽯市 令和６年４⽉
・市内への事業所開設
・発電設備の市内事業所調達
・売電収⼊の⼀部を協⼒⾦として提供
・⼈材の育成 等

市町村の地域裨益の再エネ導⼊に関するガイドライン策定例
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再エネの⽴地選定について

１．策定の⽬的
県⺠の⽣活環境及び本件の⾃然環境の保全と再⽣可能エネルギーの導⼊の両⽴に向け、

環境と共⽣した陸上⾵⼒発電事業の導⼊を促進するため、⽴地選定に関する基準、環境影
響評価の項⽬及び⼿法に関するチェックリスト、環境保全措置等の報告・図書の継続公表
等に関する留意事項の策定等の措置等を講ずるため。
２．取組のポイント
「⽴地選定に関する基準の策定」
・県内を①原則として⽴地を避けるべき区域（レッドゾーン）、②⽴地による影響を低減
すべき区域（イエローゾーン）、③⽴地による影響を確認し、⾵⼒発電事業との両⽴を図
るべき区域に区分し明⽰する
・事業者は、計画段階の⽴地検討でこれらに配慮した事業計画を策定することで、環境リ
スクの低い場所で迅速かつ円滑にアセス⼿続を進めることができる。

※ガイドラインにおけるレッドゾーンは、保安林や地滑り防⽌区域等、環境保全等の観点
から重⼤な影響を受けるおそれのある環境要素を⽰しているもの。
➡⾵⼒以外の再エネの⽴地についても、ガイドラインを参考に応⽤可能。

陸上⾵⼒発電事業に係る環境影響評価ガイドラインの概要（R6.3.27）

↓詳細は以下の県HPから参照可能
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/hyoka/1074261/1073289.html



新築建築物

今後新築する県有施設はZEB Ready（※１）相当
以上とする。
※１ ZEB Ready：50％以上の省エネを図った建築物

太陽光発電

10kW以上（※２）設置可能な県有施設の約50%
以上に太陽光発電設備を設置する。
※２ 10kW以上は事業⽤電気⼯作物で10kW未満は⼀般⽤電気⼯作物

LED照明

今後新築する県有施設はもちろん、少なくとも20
年以上供⽤が⾒込まれる県有施設には
LED照明を導⼊する。

公⽤⾞

代替可能な⾞種がない場合等を除き、新規導⼊
⼜は更新する乗⽤⾞は全てEV（ハイブ
リッドを含む）とする。（※3）

※3 公⽤⾞の現⾏の更新基準は経過年数13年超など

県有施設等の脱炭素化に向けた基本⽅針

○ 第２次岩⼿県地球温暖化対策実⾏計画において、県の事務事業に関する温室効果ガスの排出削減⽬標を2030年度
までに60％削減（2013年度⽐）と設定

○ その⽬標達成に向け、新築建築物のZEB化、太陽光発電やLED照明、EVの積極的な導⼊について、原則として
次の基準に沿って計画的に推進

③ ⾃治体保有施設の脱炭素化

県有施設の脱炭素化に向けた基本⽅針の概要（R5.10）

〇国は政府実⾏計画（R3.10）において、政府の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減⽬標を2030年度までに50％削減（2013年度⽐）に⾒直し
〇⽬標達成に向け、太陽光発電の最⼤限導⼊、新築建築物のZEB化、電動⾞・LED照明の導⼊徹底、積極的な再エネ電⼒調達等について率先実⾏するとしている
〇地⽅公共団体に対しても、⾃ら率先的な取組を⾏うことにより、地域の事業者・住⺠の模範となることを⽬指すべきとされている（地球温暖化対策計画）
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・新築建築物のZEB化
➡⼆⼾地区の特別⽀援学校等２施設のZEB Readyの建設。

・LED照明の導⼊
➡釜⽯合同庁舎など29施設及び信号灯器への導⼊。

・公⽤⾞のEV化
➡EV８台及びHV７台への更新。

あわせて、普通充電器５か所８基を導⼊。

・太陽光発電の導⼊
➡盛岡第⼆⾼等学校など５施設の設計。

令和６年度の県の取組予定



【参考資料】Ｒ６.４総務省「公共施設の脱炭素化の先⾏事例」より
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【参考資料】Ｒ６.４総務省「公共施設の脱炭素化の先⾏事例」より
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「脱炭素・LGBT・役割分担論」『厚⽣福祉』令和5年6⽉

政策⼿法の区分 ／ 県・市町村の役割分担

法的⼿法 情報・啓発⼿法 経済⼿法

県

○企業の脱炭素経営カルテ
作成の義務付け（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

○脱炭素化経営企業認定
など

○産業向けの省エネ設備、
再エネ設備の設置補助
（予算）

など

市町村

○太陽光発電設備の設置
規制（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

など

○家庭・住宅向けの省エネ
設備、再エネ設備の設置
補助
（予算）

○再エネ設備の税制特例
など

○ 公有施設のZEB化といった公的部⾨では、県・市町村がそれぞれに取り組む必要がある⼀⽅、
⺠間部⾨に対する役割分担の実態は概ね以下のとおりとなっている。

※⼀⽅、脱炭素社会の実現に向けては、県・市町村が分離的に施策を推進するだけでなく、融合的に施策
を構築することも検討の余地がある。→実務者会議で議論を予定

○再エネ促進区域の設定

④ 県と市町村の予算関連施策における連携のあり⽅
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